
協議第３号 

 

町名・字名の取扱いについて 

 

１  稲沢市における町の名称及び区域は、現行のとおりとする。 

２  中島郡祖父江町及び中島郡平和町における字の名称については、

「大字」「字」を削除するとともに、大字名を町名とする。 

なお、区域については、現行の字の区域のとおりとする。 
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